
 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※

 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決　算　報　告　書

1

2 12 10年 月 日

日3 3 31年 月

一般社団法人　沖縄の家事業グループ

沖縄県豊見城市豊見城559番地の3
株式会社丸伸土木工業内

（ 第 期 ）

自

至

令和

令和



負 債 の 部

科　　　　目 金　　　額

資 産 の 部

科　　　　目 金　　　額

円 円

一般社団法人　沖縄の家事業グループ

貸 借 対 照 表 令和  3 年  3 月 31 日現在

【         】 【 】【 】【         】 264流 動 資 産 流 動 負 債 4,538,326

264現 金 及 び 預 金 短 期 借 入 金 4,520,826

【 】【         】 3,892,389繰 延 資 産 未 払 法 人 税 等 17,500

3,892,389創 立 費

負 債 の 部 合 計 4,538,326

純 資 産 の 部

【         】 【 】株 主 資 本 ;645,673

（       ） （ ）資 本 金 600,000

基 金 600,000

（           ） （ ）利 益 剰 余 金 ;1,245,673

繰 越 利 益 剰 余 金 ;1,245,673

純 資 産 の 部 合 計 ;645,673

3,892,653資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 3,892,653



金　　　　　　　　　　額科　　　　　　　　　　目

円

一般社団法人　沖縄の家事業グループ

損 益 計 算 書
自 令和  2 年 12 月 10 日

至 令和  3 年  3 月 31 日

【                    】販売費及び一般管理費

広 告 宣 伝 費 7,700

地 代 家 賃 120,000

消 耗 品 費 80,000

旅 費 交 通 費 73,348

租 税 公 課 134,000

通 信 費 39,505

車 輌 費 21,642

外 注 費 473,950 950,145

（ ）営 業 損 失 950,145

【           】営 業 外 費 用

創 立 費 償 却 278,028 278,028

（ ）経 常 損 失 1,228,173

（ ）税引前当期純損失 1,228,173

法人税、住民税及び事業税 17,500

（ ）当 期 純 損 失 1,245,673



一般社団法人　沖縄の家事業グループ

自 令和  2 年 12 月 10 日　至 令和  3 年  3 月 31 日 単位 円

株主資本等変動計算書

株主資本
利益剰余金

その他利益剰余金
純資産合計

合計
株主資本

合計
利益剰余金

繰越利益剰余金

資本金

当期首残高
1 1

当期変動額
1 1

600,000600,000600,000新株の発行
1 1

;1,245,673;1,245,673;1,245,673;1,245,673当期純損益金
1 1

;645,673;645,673;1,245,673;1,245,673600,000当期変動額合計
1 1

;645,673;645,673;1,245,673;1,245,673600,000当期末残高
1 1


